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江
戸
城
、
そ
し
て
名
古
屋
城
の
銅
鯱�

朝
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現
在
名
古
屋
城
に
は
、
十
六
点
の
銅
鯱
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
三
対
六
点
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
の
空
襲
を
免
れ
現
存
す
る
隅
櫓
三
棟
の
屋
根
に
乗
っ
て
お
り
、
そ
れ

以
外
の
十
点
は
、
戦
災
で
焼
失
し
た
隅
櫓
と
門
の
銅
鯱
で
あ
る
。
十
点
は
い
ず
れ
も

痛
ま
し
く
焼
損
し
、
そ
の
内
の
二
点
は
鰭
の
み
の
破
片
で
あ
る
。

　

十
点
の
内
の
一
部
は
か
つ
て
昭
和
天
守
閣
や
御
深
井
丸
展
示
館
で
公
開
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
に
開
館
し
た
西
の
丸
御
蔵
城
宝
館
で
も
三
点
を

常
設
展
示
し
て
い
る
が（
令
和
四
年
一
月
現
在
）、三
点
は
未
紹
介
で
あ
る
。
本
稿
は
、

こ
れ
ら
現
時
点
で
知
ら
れ
る
名
古
屋
城
の
銅
鯱
を
集
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
わ
せ

て
、名
古
屋
城
以
外
の
諸
機
関
に
所
蔵
さ
れ
る
同
種
の
銅
鯱
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

一
　
名
古
屋
城
銅
鯱
と
は
何
か

　

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
五
月
十
四
日
に
名
古
屋
城
を
襲
っ
た
焼
夷
弾
攻
撃
の

直
前
、
大
天
守
に
は
金
鯱
が
掲
げ
ら
れ
、
小
天
守
、
諸
櫓
、
各
一
之
門
に
は
銅
鯱
が

据
え
ら
れ
て
い
た
。
銅
鯱
は
名
古
屋
城
創
建
時
の
鯱
で
は
な
く
、
明
治
四
十
三
年

（
一
九
一
〇
）
に
当
時
の
宮
城
、
す
な
わ
ち
旧
江
戸
城
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
銅
鯱
で

あ
る
。

　

ま
ず
、
江
戸
時
代
、
名
古
屋
城
の
小
天
守
や
櫓
、
門
に
ど
の
よ
う
な
鯱
が
あ
っ
た

か
を
述
べ
て
お
く
。
な
お
、
各
建
造
物
の
創
建
時
期
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
追
及
し

な
い
。

　

小
天
守
の
鯱
に
関
し
て
は
、江
戸
後
期
に
尾
張
藩
士
奥
村
得
義
が
著
し
た
名
著『
金

城
温
古
録
』
に
「
鯱　

亦　

土
瓦
な
り
」（
第
九
之
冊
御
天
守
編
之
一
小
天
守
部
）

の
記
述
が
あ
り
、
土
瓦
製
の
鯱
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
小
天
守
以
外
の
鯱
に
つ

い
て
得
義
は
文
章
と
し
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
縮
図
の
中
で
、
本
丸
の
隅
櫓
三
棟
、

二
之
丸
の
隅
櫓
三
棟
と
太
鼓
櫓
、
西
之
丸
の
月
見
櫓
と
未
申
隅
櫓
、
御
深
井
丸
の
西

北
隅
櫓
の
屋
根
上
に
鯱
を
描
い
て
い
る
。
各
一
之
門
、
二
之
丸
東
鉄
門
、
本
町
御
門

に
も
鯱
を
置
き
、
鯱
の
な
い
二
之
門
類
と
明
瞭
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
鯱
の

内
、
本
丸
・
御
深
井
丸
内
建
造
物
の
鯱
に
つ
い
て
は
、
大
正
末
年
に
宮
内
省
が
関
連

諸
記
録
を
整
理
編
集
し
た
「
名
古
屋
離
宮
沿
革
誌
」（
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
蔵
）

に
「
瓦
鯱
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
小
天
守
と
同
じ
く
瓦
製
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
本
丸
・
御
深
井
丸
以
外
の
鯱
も
、
お
そ
ら
く
瓦
製
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

明
治
維
新
後
名
古
屋
城
は
陸
軍
省
に
管
理
さ
れ
、
本
丸
以
外
の
建
造
物
は
破
却
さ

れ
瓦
鯱
も
失
わ
れ
た
が
、
本
丸
は
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
陸
軍
省
か
ら
宮

内
省
へ
移
管
さ
れ
名
古
屋
離
宮
と
な
っ
た
（『
明
治
天
皇
紀
』
同
年
六
月
一
日
条
他
）。

名
古
屋
離
宮
は
昭
和
五
年
十
二
月
十
一
日
に
廃
さ
れ
（
同
日
付
宮
内
省
告
示
第
三
七

号
）
名
古
屋
市
へ
下
賜
さ
れ
、
昭
和
二
十
年
の
空
襲
ま
で
存
続
し
た
。

　

離
宮
期
の
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）、
旧
江
戸
城
か
ら
蓮
池
御
門
が
銅
鯱
と

と
も
に
名
古
屋
離
宮
西
南
端
の
榎
多
御
門
跡
に
移
設
さ
れ
、
榎
多
御
門
以
外
の
瓦
鯱
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も
江
戸
城
の
銅
鯱
に
替
え
ら
れ
た
。
蓮
池
御
門
の
名
古
屋
移
築
に
つ
い
て
は
浅
羽
英

男
・
鏡
壮
太
郎
に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が（

（
（

、
鯱
に
つ
い
て
の
論
考
は
な
く
、
経

緯
不
明
瞭
の
部
分
も
多
い
。
現
時
点
で
判
明
し
た
こ
と
を
以
下
に
述
べ
る
。

二
　
江
戸
城
鯱
か
ら
名
古
屋
離
宮
鯱
へ

　

旧
江
戸
城
か
ら
名
古
屋
離
宮
へ
の
銅
鯱
移
管
に
関
す
る
基
本
的
文
献
は
、
宮
内
庁

宮
内
公
文
書
館
所
蔵
「
帝
室
会
計
審
査
局　

帝
室
会
計
審
査
局
録　

内
匠
寮
」（
稟

議
書
三　

明
治
四
十
三
年
）
等
の
、
宮
内
省
内
匠
寮
が
作
成
し
た
公
文
書
で
あ
る
。

そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
三
年
二
月
、
内
匠
寮
技
手
の
安
藤
栄
次
郎
が
工
事
着

手
伺
い
を
起
案
し
た
。
三
月
、
移
築
費
用
の
概
算
伺
い
が
提
出
さ
れ
、
内
匠
頭
片
山

東
熊
、
工
務
課
長
安
達
鳩
吉
、
主
事
三
室
戸
敬
光
ら
が
承
認
し
た
。
名
古
屋
城
榎
多

御
門
の
石
垣
を
全
解
体
し
、
在
来
の
石
と
新
た

な
石
を
混
ぜ
て
改
め
て
石
垣
を
築
き
、
道
路
も

広
げ
、
解
体
し
た
蓮
池
御
門
部
材
を
新
橋
駅
か

ら
輸
送
し
現
地
で
組
み
上
げ
る
と
い
う
大
規
模

な
改
修
で
あ
っ
た
。
稟
議
書
に
は
三
枚
の
彩
色

図
面
（
挿
図
参
照
）
が
付
属
し
て
お
り
、
平
面

図
に
は
枡
形
一
帯
に
紙
が
貼
ら
れ
土
橋（
橋
台
）

東
西
の
堀
を
埋
め
道
路
を
拡
張
す
る
図
が
描
き

込
ま
れ
、
立
面
図
に
は
整
然
と
積
み
直
さ
れ
た

石
垣
の
上
に
立
つ
新
正
門
と
棟
上
の
鯱
が
表
さ

れ
て
い
る
。

　

な
お
、
本
来
の
榎
多
御
門
は
西
之
丸
西
南
端

に
あ
っ
た
一
之
門
で
、
枡
形
の
東
側
南
北
方
向

に
か
か
っ
て
い
た
が
、
明
治
初
期
に
撤
去
さ
れ
石
垣
の
み
残
存
し
て
い
た
。
明
治
大

正
期
、
陸
軍
省
や
宮
内
省
は
、
枡
形
か
ら
南
に
延
び
る
土
橋
に
か
か
る
二
之
門
（
冠

木
御
門
）
を
「
榎
多
門
」
と
称
し
て
い
た
。
こ
の
枡
形
一
帯
は
移
築
前
年
の
明
治

四
十
二
年
に
陸
軍
省
か
ら
名
古
屋
離
宮
に
編
入
さ
れ
て
お
り
、
編
入
時
の
建
造
物
一

覧
表
（
前
掲
「
名
古
屋
離
宮
沿
革
誌
」
所
収
）
に
は
、
陸
軍
省
に
よ
る
榎
多
門
（
名

古
屋
城
期
の
冠
木
御
門
）
の
修
理
の
年
と
費
用
が
記
さ
れ
、「
其
修
理
保
存
上
忽
セ

ニ
ハ
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
今
ニ
固
然
ト
シ
テ
実
用
ニ
適
ス
」
と
特
記
さ
れ
て
い
る
。
榎
多

門
は
当
時
も
「
実
用
に
適
」
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
行
幸
を
迎
え
る
正

門
と
し
て
は
簡
素
に
過
ぎ
る
た
め
蓮
池
御
門
が
移
築
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
移

転
に
あ
た
り
既
存
の
葵
紋
鬼
瓦
も
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
お
り
、
名
古
屋
城
瓦
と

ま
っ
た
く
異
な
る
葵
紋
鬼
瓦
の
瓦
当
面
一
個
が
戦
災
を
く
ぐ
り
抜
け
現
存
す
る
。

　

蓮
池
御
門
移
築
後
の
明
治
四
十
四
年
十
一
月
、
福
岡
で
の
陸
軍
特
別
大
演
習
を
終

え
た
明
治
天
皇
は
、
名
古
屋
離
宮
に
一
泊
さ
れ
た
。
江
戸
城
銅
鯱
と
葵
の
瓦
が
飾
る

新
正
門
の
下
を
、
御
料
馬
車
が
く
ぐ
っ
た
の
で
あ
る（

（
（

。

　
「
名
古
屋
離
宮
沿
革
誌
」
は
、
離
宮
内
主
要
建
造
物
に
つ
い
て
の
陸
軍
移
管
か
ら

名
古
屋
市
下
賜
ま
で
の
沿
革
を
編
年
記
載
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
建
物
番
号
「
匠
第

五
号
」
の
西
南
隅
櫓
は
、「
明
治
廿
六
年　

第
三
師
団
ヨ
リ
受
領
」、「
明
治
丗
六
年　

白
壁
風
損
復
旧
」、「
明
治
四
十
三
年　

瓦
鯱
ヲ
青
銅
鯱
ヘ
取
替　

七
月
竣
工　

明
治

43
年
経
費
簿
抄
録
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
丸
の
東
南
・
東
北
各
隅
櫓
、
表
一
之
門
・

東
一
之
門
、
深
井
丸
の
西
北
隅
櫓
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
り
、
明
治
四
十
三
年
に
江

戸
城
銅
鯱
が
移
管
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
原
文
書
で
あ
る
は
ず
の「
経
費
簿
抄
録
」

は
現
所
在
未
確
認
で
あ
り
、「
名
古
屋
離
宮
沿
革
誌
」
の
記
載
が
銅
鯱
移
管
の
根
拠

と
な
る（

（
（

。

　

小
天
守
に
つ
い
て
は
同
書
に
鯱
移
築
の
記
載
が
な
い
が
、
小
天
守
に
銅
鯱
が
掲
げ

宮内庁宮内公文書館蔵「正門図面（仮称）部分」
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ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
得
ず
、
同
書
の
記
載
漏
れ
と
今
は
見
て
お
く
。

　

明
治
四
十
三
年
前
後
と
は
、
御
料
地
へ
の
編
入
後
着
々
と
進
め
ら
れ
て
き
た
離
宮

整
備
が
大
き
く
進
展
し
た
時
期
で
あ
り
、
明
治
十
三
年
第
三
師
団
に
よ
り
御
深
井
丸

に
建
設
さ
れ
て
い
た
第
二
弾
薬
庫
も
、
こ
の
年
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
た
。
昭
和
二
十

年
の
空
襲
時
本
丸
御
殿
障
壁
画
を
烈
火
か
ら
守
っ
た
、
通
称
乃
木
倉
庫
で
あ
る（

（
（

。

　

旧
江
戸
城
の
銅
鯱
を
載
せ
る
七
棟
は
、
昭
和
五
年
、
離
宮
の
名
古
屋
市
へ
の
下
賜

に
と
も
な
い
天
守
や
御
殿
と
と
も
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
東
南
・
西
南
・

西
北
の
隅
櫓
は
戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け
現
存
し
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
小

天
守
、
表
一
之
門
、
東
一
之
門
、
東
北
隅
櫓
、
そ
し
て
旧
蓮
池
御
門
で
あ
る
正
門
は

焼
失
し
た
。
現
存
三
櫓
と
焼
失
五
棟
の
銅
鯱
の
遺
品
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
銅
鯱

遺
品
で
あ
る
。

三
　
焼
損
銅
鯱
は
名
古
屋
城
の
ど
こ
の
鯱
か

　

現
存
三
棟
の
銅
鯱
以
外
の
焼
損
銅
鯱
十
点
は
、
そ
も
そ
も
離
宮
内
の
ど
の
建
物
に

あ
っ
た
の
か
。
鯱
の
一
部
に
は
制
作
時
や
離
宮
へ
の
移
管
時
の
刻
銘
が
あ
る
が
、
ど

の
建
物
に
載
せ
ら
れ
た
か
の
情
報
は
一
切
な
い
。

　

名
古
屋
城
に
、
名
古
屋
市
が
戦
前
に
撮
影
し
た
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
、
野
帳
や
拓
本
、

実
測
図
面
が
大
量
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
銅

鯱
の
実
測
図
は
な
く
銅
鯱
に
焦
点
を
絞
る
ガ
ラ
ス
乾
板
も
少
な
い
。
後
述
す
る
よ
う

に
明
暦
と
い
う
早
い
時
期
の
銅
鯱
が
あ
り
、
何
度
も
作
り
替
え
ら
れ
た
大
天
守
金
鯱

よ
り
実
は
古
格
の
遺
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
戦
前
の
名
古
屋
市
は
銅
鯱
を
等

閑
視
し
た
ら
し
い
。
江
戸
城
の
鯱
は
名
古
屋
城
の
鯱
に
あ
ら
ず
と
い
う
意
識
が
働
い

た
と
思
わ
れ
、
こ
の
排
他
意
識
は
実
は
今
日
も
続
い
て
い
る
。
ま
た
焼
損
銅
鯱
の
大

半
が
破
損
し
胴
部
し
か
現
存
し
な
い
た
め
同
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
遠
景
写
真
を
含

め
た
ガ
ラ
ス
乾
板
と
の
比
較
か
ら
、
別
表
の
よ
う
に
同
定
し
た
。
な
お
、
ガ
ラ
ス
乾

板
を
納
め
て
い
た
旧
木
箱
に
は
戦
後
作
成
と
思
わ
れ
る
手
書
き
の
一
覧
表
が
入
っ
て

お
り
、
そ
の
一
覧
を
も
と
に
ガ
ラ
ス
乾
板
の
リ
ス
ト
を
公
開
し
て
き
た
が（

（
（

、
一
覧
に

混
乱
が
あ
り
表
一
之
門
・
東
北
隅
櫓
・
東
一
之
門
の
鯱
が
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

判
明
し
た（

（
（

。

　

現
存
隅
櫓
三
棟
の
鯱
は
、
高
所
に
あ
る
た
め
調
査
で
き
ず
、
令
和
三
年
に
行
っ
た

ド
ロ
ー
ン
撮
影
に
よ
る
画
像
と
過
去
の
修
理
報
告
書
に
従
っ
て
比
較
検
討
し
た
。

　

各
銅
鯱
の
同
定
理
由
詳
細
は
煩
雑
に
す
ぎ
省
略
す
る
が
、
不
明
瞭
な
遠
景
写
真
で

も
判
断
で
き
る
指
標
の
一
つ
が
、
耳
と
鰭
（
鰭
を
欠
く
場
合
は
鰭
跡
）
の
位
置
関
係

で
あ
る
。
早
い
時
期
（
明
暦
万
治
年
間
）
の
作
は
耳
が
口
の
近
く
に
あ
り
、
鰭
は
腹

に
近
い
。
そ
れ
以
降
に
な
る
と
、
位
置
が
逆
転
し
、
耳
が
腹
に
近
づ
き
鰭
が
前
に
出

て
く
る
。
ま
た
古
い
も
の
は
耳
が
縦
長
で
、
新
し
く
な
る
と
横
長
に
な
る
。
眉
は
、

当
初
は
龍
の
眉
の
ご
と
く
四
角
錐
が
連
続
し
て
突
き
出
る
が
、
後
に
は
錘
が
な
く
な

り
人
の
眉
に
近
く
な
る
。
ま
た
初
期
作
は
眉
間
が
高
く
、
人
智
を
超
え
た
霊
獣
の
風

格
を
醸
し
出
す
が
、
次
第
に
人
間
じ
み
た
顔
貌
に
変
化
す
る
。
こ
れ
ら
視
覚
的
な
指

標
を
も
と
に
、
外
観
観
察
に
よ
る
鋳
造
方
法
如
何
も
加
味
し
、
形
式
分
類
を
試
み
た
。

1
　
明
暦
万
治
型
　

　

下
半
身
を
欠
き
頭
と
胸
の
み
残
る
銅
鯱
一
基
（
通
番
1
、
遺
品
番
号
①
、
口
絵

1
）
は
、
昭
和
天
守
閣
四
階
で
長
く
公
開
さ
れ
て
い
た
が
、
詳
細
な
紹
介
は
本
稿
が

初
と
な
る
。
頭
部
に
「
明
暦
三
丁
酉
初
冬　

銅
意
入
道　

正
俊
作
」
と
い
う
簡
潔
な

銘
が
あ
り
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
正
月
の
大
火
直
後
の
十
月
、
銅
意
入
道
正
俊

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
正
俊
は
、
大
火
後
の
江
戸
城
再
建
に
お
け
る
銅

鯱
制
作
を
主
導
し
た
鋳
物
師
で
あ
る
（
伝
記
詳
細
は
後
述
）。
遺
品
①
は
頭
部
以
外

損
壊
し
て
い
る
が
、
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
と
の
比
較
か
ら
、
正
門
、
す
な
わ
ち
旧
蓮
池
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御
門
の
鯱
と
決
定
で
き
る
。
鋭
角
な
四
角
錘
を
連
ね
て
眉
毛
と
し
、
眉
間
が
高
い
。

ま
た
制
作
方
法
に
つ
い
て
は
、
胴
体
部
左
右
そ
れ
ぞ
れ
で
型
を
作
り
鋳
造
す
る
。

　

令
和
四
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
金
属
工
芸
史
研
究
会
に
お
い
て
、
加
島
勝
氏
、
久

保
智
康
氏
ら
か
ら
、
銘
が
弱
く
造
形
が
硬
い
な
ど
の
点
か
ら
明
暦
三
年
の
正
俊
作
を

の
ち
に
模
し
た
作
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。

　

蓮
池
御
門
は
、元
禄
十
六
年
地
震
に
よ
り
損
壊
し
石
垣
か
ら
積
み
直
さ
れ
て
お
り
、

鯱
も
こ
の
時
作
り
直
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
正
俊
単
独
銘
遺
品
①
と
酷
似
す
る
鯱
と
し
て
、
尾
ま
で
残
る
鯱
が
二
基
あ
り

（
通
番
2
・
3
、
遺
品
番
号
②
1
・
2
、
口
絵
2
・
3
）、
ガ
ラ
ス
乾
板
と
の
比
較
か

ら
、
本
丸
表
一
之
門
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
鯱
一
対
二
基
と
結
論
し
た
。
二
基
と
も
背

と
尾
に
銘
が
あ
り
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
二
月
、
銅
意
法
橋
と
そ
の
子
渡
辺
近

江
大
掾
正
次
が
作
り
、
そ
の
旨
を
子
の
正
次
が
刻
銘
し
た
こ
と
、
明
治
四
十
三
年
三

月
東
京
城（

（
（

か
ら
移
さ
れ
た
こ
と
、
移
動
に
は
宮
内
省
御
用
達
の
野
田
平
吉
が
関
わ
り

そ
の
旨
を
田
中
嘉
策
が
刻
銘
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
田
中
嘉
策
な
る
人
物
は
不
詳

で
あ
る
が
、
野
田
平
吉
と
は
、
明
治
四
十
三
年
時
宮
内
省
予
算
会
議
委
員
で
あ
っ
た

同
省
幹
部
長
崎
省
吾
（
一
八
五
〇
～
一
九
三
七
）
の
家
に
伝
来
し
た
史
料
群
に
そ
の

名
が
あ
り
、
東
京
の
京
橋
に
在
住
し
土
木
建
築
諸
金
物
製
作
に
携
わ
る
、
長
崎
家
の

お
出
入
り
職
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（

（
（

。

　

遺
品
番
号
②
二
基
は
、
銘
か
ら
は
正
俊
正
次
父
子
の
合
作
と
な
る
が
、
後
述
す
る

よ
う
に
正
次
は
い
ま
だ
十
五
歳
で
あ
り
、
子
を
継
承
者
と
し
家
を
存
続
さ
せ
る
た
め

の
銘
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
二
基
の
う
ち
、
緑
青
が
目
か
ら
垂
れ
落
涙
の
よ
う
に
見
え
る
遺
品
番
号
②

1
表
一
之
門
北
方
銅
鯱
は
、
焼
け
焦
げ
た
木
材
と
鉄
板
が
胎
内
に
残
っ
て
い
る
（
図

版
参
照
）。
移
築
に
あ
た
り
棟
に
取
り
付
け
る
た
め
新
調
さ
れ
た
部
材
と
考
え
ら
れ
、

ま
さ
に
名
古
屋
離
宮
の
遺
品
に
し
て
空
襲
の
証
人
と
な
る
。
ま
た
鰭
だ
け
残
る
も
の

（
通
番
4
、
遺
品
②
1
鰭
）
は
、
②
1
の
腰
鰭
跡
に
一
致
し
て
お
り
、
落
下
時
の
衝

撃
で
離
脱
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

通
番
11
・
12
、
遺
品
番
号
⑥
1
・
2
の
二
基
は
、
重
要
文
化
財
西
北
隅
櫓
に
載
る

鯱
一
対
二
基
で
あ
る
。「
萬
治
三
庚
子
年
二
月
吉
日　

御
鋳
物
師
銅
意
法
橋　

同
子

渡
辺
近
江
大
掾
源
正
次
」・「
明
治
四
十
三
年
三
月
自
東
京
城
移
之
」
と
い
う
、
遺
品

②
と
同
じ
正
俊
正
次
合
作
銘
を
有
す
る（

（
（

。
造
形
は
表
一
之
門
に
近
く
、
明
暦
万
治
型

の
典
型
例
と
い
え
る
。
西
北
隅
櫓
は
、清
州
か
ら
の
移
築
と
伝
承
さ
れ
る
三
重
櫓
で
、

明
治
期
に
残
っ
て
い
た
諸
櫓
の
内
、
最
大
の
規
模
と
古
格
を
誇
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
暦
大
火
直
後
か
ら
万
治
三
年
ま
で
の
間
に
、
江
戸
の
正
俊
・
正

次
工
房
に
お
い
て
複
数
の
銅
鯱
が
制
作
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
様
式
、

す
な
わ
ち
縦
二
分
割
式
で
鋳
造
さ
れ
、
丁
寧
に
接
合
さ
れ
、
四
角
錘
の
集
合
と
し
て

の
眉
を
表
し
、
耳
が
鰭
よ
り
前
に
あ
り
、
正
俊
単
独
あ
る
い
は
正
俊
正
次
合
作
の
刻

銘
を
有
す
る
鯱
を
、
明
暦
万
治
型
の
鯱
と
仮
称
す
る
。

　

明
暦
万
治
型
の
う
ち
最
も
早
い
銘
の
作
例
が
、
明
暦
三
年
銘
遺
品
①
の
正
門
鯱
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
四
十
三
年
、
名
古
屋
離
宮
を
管
理
す
る
宮
内
省
は
、

当
時
宮
城
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
に
あ
っ
た
銅
鯱
の
う
ち
最
も
早
い
銘
の
鯱
一
対
二
基

を
天
皇
の
馬
車
を
お
迎
え
す
る
離
宮
正
門
（
旧
江
戸
城
蓮
池
御
門
鯱
）
に
置
き
、
そ

の
次
に
早
い
銘
の
鯱
を
天
皇
御
座
所
た
る
本
丸
の
表
一
之
門
と
古
格
あ
る
西
北
隅
櫓

に
置
い
た
と
思
わ
れ
る
。
宮
内
省
内
匠
寮
が
高
い
意
識
の
も
と
に
離
宮
管
理
を
行
っ

て
き
た
こ
と
を
、
こ
の
点
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2
　
小
天
守
型

　

通
番
5
、
遺
品
番
号
③
の
鰭
は
、
尾
鰭
の
先
端
部
の
み
の
断
片
で
あ
る
。
鰭
先
が

広
が
ら
ず
連
な
る
と
い
う
特
殊
な
形
式
で
、
計
二
十
一
点
に
の
ぼ
る
江
戸
城
銅
鯱
の
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現
存
遺
品
中
こ
の
形
式
は
こ
の
一
点
し
か
な
く
、
そ
し
て
ガ
ラ
ス
乾
板
に
残
る
小
天

守
の
鯱
だ
け
が
こ
の
形
式
を
有
す
る
。

　

破
片
中
央
に
貼
紙
が
あ
り
、
大
半
が
破
損
し
て
い
る
が
、
下
記
の
文
字
が
か
ろ
う

じ
て
読
め
る
。

「
慶　

長　

　

宝　
名　大

修
復

昭
和
二
十
年
五
月
十
四
日
灰
燼
に
帰
」

「
宝
」・「
大
修
復
」
の
文
字
は
、
宝
暦
年
間
に
行
わ
れ
た
天
守
の
改
修
を
指
す
と
し

か
考
え
ら
れ
な
い
。
宝
暦
大
改
修
を
知
る
人
は
限
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
、
こ
の
紙
片

は
、
名
古
屋
城
の
歴
史
に
通
じ
た
関
係
者
が
、
慶
長
の
創
建
、
宝
暦
の
大
改
修
、
そ

し
て
昭
和
の
焼
失
を
痛
恨
の
意
と
と
も
に
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
天
守
の

遺
品
と
し
て
金
鯱
の
鱗
が
焼
損
し
つ
つ
も
複
数
残
存
す
る
の
に
対
し
、
小
天
守
の
遺

品
は
、
未
だ
か
つ
て
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
断
片
こ
そ
戦
前
の
小
天
守
を

語
る
唯
一
の
遺
品
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
断
片
な
が
ら
張
り
が
あ
り
、
小
天
守
に

ふ
さ
わ
し
い
仕
上
が
り
で
あ
る
。

　

な
お
小
天
守
鯱
を
接
写
し
た
唯
一
の
ガ
ラ
ス
乾
板
（
図
版
参
照
）
は
、
下
か
ら
仰

い
だ
写
真
で
あ
る
た
め
頭
が
大
き
く
尾
が
詰
ま
っ
て
見
え
る
が
、
遠
景
写
真
に
は
流

麗
な
曲
線
を
描
く
縦
長
の
鯱
が
写
っ
て
い
る
。
造
形
は
明
暦
万
治
型
に
近
い
。
制
作

方
法
は
縦
二
分
割
に
も
見
え
る
が
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
形
式
を
明
暦
万
治
型
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
み
な
す
考
え
も
あ
ろ
う
が
、
遺
品
③
が
小
天
守
唯
一
の
遺
品
で
あ

ろ
う
こ
と
に
留
意
し
、
小
天
守
型
と
仮
称
し
て
お
く
。

　

小
天
守
銅
鯱
は
焼
失
前
の
実
測
図
も
な
く
、
昭
和
三
十
四
年
の
昭
和
天
守
閣
再
建

工
事
は
、
近
接
写
真
と
次
に
述
べ
る
西
南
・
東
南
隅
櫓
の
鯱
を
復
元
の
根
拠
と
し
た

ら
し
い
。
今
屋
根
に
の
る
復
元
銅
鯱
は
短
駆
に
過
ぎ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

3
　
横
二
分
割
型

　

焼
失
を
免
れ
戦
後
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
西
南
隅
櫓
と
東
南
隅
櫓
の
鯱
四
基

（
通
番
11
～
16
、
遺
品
番
号
⑦
⑧
）
に
は
、
制
作
当
初
の
銘
は
な
く
、
明
治
四
十
三

年
に
江
戸
城
か
ら
移
管
さ
れ
た
旨
記
す
後
刻
銘
の
み
が
あ
る（

（1
（

。
平
成
の
西
南
隅
櫓
修

理
に
あ
た
っ
た
大
川
畑
博
文
氏
に
よ
れ
ば
、
銅
鯱
は
上
半
と
下
半
を
別
々
に
鋳
造
し

溶
接
し
た
も
の
で
、
白
目
は
金
箔
押
し
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
南
鯱
は
大
正
十
年
六

月
の
暴
風
雨
で
落
下
し
修
理
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
の
修
理
に
お
い
て
、
名
古
屋
城

と
所
縁
多
い
大
谷
相
模
掾
鋳
造
所
に
よ
り
再
修
理
が
行
わ
れ
た
。

　

令
和
三
年
の
ド
ロ
ー
ン
撮
影
画
像
に
よ
っ
て
も
、
西
南
・
東
南
隅
櫓
と
も
胸
鰭
が

耳
の
外
側
に
あ
る
こ
と
、
耳
が
縦
長
で
あ
る
こ
と
、
眉
毛
の
突
起
が
残
る
こ
と
な
ど
、

明
暦
万
治
型
に
属
す
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
し
か
し
、
鱗
が
鯉
幟
の
よ
う
な

明
快
に
し
て
単
調
な
図
案
に
変
容
し
て

い
る
な
ど
、
形
式
化
が
目
立
つ
。
横
二

分
割
と
い
う
鋳
造
方
法
も
異
例
で
、
明

暦
万
治
型
を
手
本
と
し
つ
つ
も
実
制
作

年
代
は
下
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

万
延
度
の
江
戸
城
再
建
資
料
と
み
な

さ
れ
て
い
る
「
御
本
丸
御
書
院
渡
御
櫓

唐
銅  

鋳
物
鴟
吻
」
等
（
東
京
都
立
中

央
図
書
館
蔵
・
甲
良
家
文
書
、
挿
図
参

照
）
に
は
、
突
起
を
残
し
つ
つ
横
に
延

「御本丸御書院渡御櫓唐銅鋳物鴟吻」部分　
東京都立中央図書館蔵
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び
る
眉
な
ど
西
南
・
東
南
隅
櫓
と
類
似
す
る
鯱
が
描
か
れ
て
い
る
。
度
重
な
る
幕
末

の
江
戸
城
焼
失
再
建
に
あ
た
り
、
障
壁
画
が
焼
失
前
の
絵
様
に
し
た
が
っ
て
急
ぎ
復

元
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
鯱
も
、
古
様
を
模
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
再
建
鯱
が
明
治
期
名
古
屋
離
宮
に
移
管
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

4
　
縦
二
分
割
型

　

こ
こ
で
謂
う
縦
二
分
割
型
と
は
、
鯱
を
縦
に
割
っ
た
形
で
鋳
型
を
作
り
、
別
々
に

鋳
造
し
、
鰭
部
分
の
金
具
で
止
め
る
も
の
で
、
縦
割
り
方
法
は
明
暦
万
治
型
と
等
し

い
が
、
基
本
的
に
金
具
に
よ
っ
て
左
右
が
接
合
さ
れ
、
バ
リ
の
処
理
も
甘
い
。
半
身

の
み
の
遺
品
が
三
点
（
通
番
6
・
7
・
8
、
遺
品
番
号
④
、
口
絵
4
・
5
）、
完
器

が
二
基
（
通
番
9
・
10
、
遺
品
番
号
⑤
、
口
絵
6
・
7
）
あ
る
。
い
ず
れ
も
腹
鰭
が

耳
よ
り
前
に
出
て
い
る
た
め
耳
が
傾
き
、
眉
は
突
起
が
な
く
な
り
曲
線
と
し
て
示
さ

れ
る
。
制
作
方
法
も
外
見
も
、
明
暦
万
治
型
と
は
全
く
異
な
る
。

　

遺
品
④
の
半
身
三
点
の
う
ち
二
点
に
「
明
治
四
十
三
年
三
月
自
東
京
城
移
之
」
の

刻
銘
が
あ
り
、
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
と
の
比
較
か
ら
、
東
北
隅
櫓
の
銅
鯱
の
一
基
及
び

半
身
と
特
定
で
き
る
。
三
点
と
も
す
っ
ぱ
り
半
身
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
内
側
に
土

が
残
り
鰭
も
あ
る
な
ど
損
壊
の
程
度
は
低
い
。
金
具
で
止
め
る
と
い
う
成
型
方
法
の

た
め
、
櫓
の
上
と
い
う
高
所
か
ら
落
下
し
た
衝
撃
に
よ
り
容
易
に
分
離
し
た
の
で
あ

ろ
う

　

⑤
の
完
器
二
基
は
、
晒
布
と
生
綿
、
麻
縄
で
厳
重
に
梱
包
し
木
箱
に
納
め
蓋
を
打

ち
つ
け
た
状
態
で
、
昭
和
三
十
四
年
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
再
建
さ
れ
た
正
門
上
層
渡

櫓
（
正
門
櫓
）
に
収
納
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
が
お
そ
ら
く
初
紹
介
と
な
る
。
美
術
品

専
門
業
者
に
よ
る
梱
包
と
も
思
わ
れ
る
が
、詳
細
は
知
ら
れ
な
い
。
二
基
と
も
に「
明

治
四
十
三
年
三
月
自
東
京
城
移
之
」
の
刻
銘
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
五
十
二
貫
目
」、

「「
四
十
三
貫
目
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
尾
に
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
重
量
銘
は
東
一
之

門
銅
鯱
を
と
ら
え
る
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
に
写
っ
て
お
り
。
東
一
之
門
の
鯱
と
確
定
で

き
る
。
五
十
二
貫
目
と
は
約
一
九
五
・
五
㎏
、
実
際
は
一
三
五
・
一
㎏
。
四
十
三
貫
目

は
一
六
一
㎏
、
実
際
は
一
二
八
・
五
㎏
。
明
暦
万
治
型
の
銅
鯱
完
器
が
も
し
存
在
す

れ
ば
同
じ
よ
う
な
大
き
さ
な
が
ら
二
五
〇
㎏
近
い
と
思
わ
れ
、
⑤
は
極
め
て
薄
手
の

作
と
な
る
。

　

⑤
の
1
と
2
は
重
量
が
異
な
る
た
め
一
対
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
に
せ
よ
、
制

作
時
期
と
工
房
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
二
基
と
も
に
鋳
肌
が
荒
れ
溶
接
も
粗
い
が
、
門

と
い
う
低
所
か
ら
の
落
下
で
あ
っ
た
た
め
分
解
は
免
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

東
北
隅
櫓
は
、
本
丸
東
北
の
搦
手
に
あ
り
糒
を
備
蓄
す
る
櫓
で
、
接
続
す
る
多
門

に
も
非
常
用
の
食
料
が
備
蓄
さ
れ
て
い
た
。
東
北
隅
櫓
と
そ
の
下
の
東
北
一
之
門
は

天
皇
お
わ
し
ま
す
御
殿
の
裏
手
に
あ
た
り
、
こ
の
鯱
の
配
置
に
も
内
匠
寮
の
配
慮
が

感
じ
ら
れ
る
。

　

以
上
名
古
屋
城
に
現
存
す
る
銅
鯱
に
つ
い
て
、か
つ
て
の
所
在
場
所
を
推
定
し
た
。

小
天
守
鯱
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
が
、
昭
和
二
十
年
の
時
点
で
銅

鯱
を
戴
い
て
い
た
国
宝
建
造
物
ほ
ぼ
す
べ
て
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
形
で
銅
鯱
遺
品

が
今
に
残
る
こ
と
に
な
る
。

四
　
名
古
屋
城
以
外
の
地
で
現
存
す
る
江
戸
城
鯱

　

旧
江
戸
城
銅
鯱
は
、
名
古
屋
城
以
外
の
機
関
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

詳
細
は
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
概
略
の
み
触
れ
て
お
く
。

1
　
皇
居
東
御
苑
内
銅
鯱
　
　
一
基
　
　

　

旧
江
戸
城
大
手
門
渡
櫓
鯱
と
し
て
、
東
御
苑
内
の
枡
形
に
銅
鯱
一
基
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。「
明
暦
三
丁
酉
初
冬　

銅
意
入
道　

正
俊
作
」
と
い
う
名
古
屋
城
正
門
鯱

と
同
じ
銘
が
あ
り
、明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
大
火
直
後
の
正
俊
の
作
と
わ
か
る
。
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大
手
門
は
、
関
東
大
震
災
で
損
壊
し
石
垣
か
ら
積
み
直
さ
れ
た
後
、
第
二
次
世
界
大

戦
で
焼
失
し
、
昭
和
四
十
三
年
に
再
建
さ
れ
た
。
昭
和
五
十
五
年
、
東
御
苑
入
苑
者

五
百
万
人
突
破
記
念
行
事
と
し
て
今
の
場
所
に
こ
の
銅
鯱
が
設
置
さ
れ
た
。
様
式
は

名
古
屋
城
正
門
鯱
と
ほ
ぼ
等
し
い
が
、
全
体
的
に
躍
動
感
と
柔
ら
か
み
が
あ
り
、
銘

の
字
体
は
明
確
で
あ
る
。
正
俊
鯱
の
初
発
例
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

2
　
靖
國
神
社
所
蔵
銅
鯱
　
　
一
対
二
基
　

　

靖
國
神
社
遊
就
館
の
傍
ら
に
建
つ
靖
國
会
館
（
旧
国
防
館
）
の
正
面
大
階
段
の
上

に
、
銅
鯱
一
対
二
基
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
正
面
向
か
っ
て
左
に
「
明
暦
三
丁
酉
初

冬　

銅
意
入
道　

正
俊
作
」、
右
に
「
萬
治
元
戊
戌
年 

晩
秋 

吉
日　

渡
邉
銅
意
入
道

作
」
の
銘
が
あ
り
、
一
年
を
置
き
正
俊
が
作
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

靖
國
神
社
様
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
五
年
二
月
十
日
、
旧
江
戸
城
に
保
管

さ
れ
て
い
た
兵
器
類
が
砲
兵
第
一
方
面
に
よ
り
遊
就
館
に
移
さ
れ
た
時
あ
わ
せ
て
移

管
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
昭
和
九
年
の
国
防
館
竣
工
時
に
設
置
さ
れ
、
そ

の
後
一
時
撤
去
さ
れ
、
今
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
土
台
に
安
置
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

二
基
を
比
較
す
る
と
細
部
表
現
が
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
万
治
元

年
銘
鯱
は
眉
下
の
幅
が
狭
く
四
角
錘
が
扇
状
に
配
さ
れ
て
い
る
。
明
暦
三
年
銘
鯱
は

皇
居
東
御
門
の
鯱
と
近
く
、
初
発
的
作
例
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
万
治
銘
の
左
腰
鰭

は
後
補
と
思
わ
れ
る
。

3
　
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
　
一
対
二
基
　
明
暦
万
治
型

　

二
基
と
も
に
「
萬
治
二
己
亥
年
五
月　

銅
意
法
橋
作　

同
子　

渡
辺
近
江
大
掾　

源
正
次
」の
銘
が
あ
り
、名
古
屋
城
表
一
之
門
鯱
の
一
年
前
に
正
俊
正
次
父
子
が
作
っ

た
も
の
と
知
ら
れ
る
。
陸
軍
省
か
ら
の
寄
贈
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
木
型
に
よ
る
制

作
で
同
型
同
寸
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が（

（1
（

、
法
量
・
様
式
が
異
な
っ
て
お
り
、
片
方
は

全
体
に
細
く
造
形
・
銘
書
体
も
鋭
い
。成
形
方
法
を
含
め
今
後
の
検
討
課
題
を
残
す
。　

五
　
作
者
に
つ
い
て

　

明
暦
万
治
型
の
鯱
を
制
作
し
た
渡
辺
正
俊
・
正
次
父
子
に
つ
い
て
は
、
香
取
秀
真

の
一
連
の
論
考
に
よ
り
伝
歴
・
作
品
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
正
俊
（
正
駿
）、
す
な

わ
ち
渡
辺
銅
意
は
、
お
そ
ら
く
京
都
出
身
で
、
江
戸
に
下
向
し
浅
草
に
住
み
、
承
応

二
年
（
一
六
五
三
）
に
は
尾
張
徳
川
家
二
代
光
義
ら
が
日
光
大
猷
院
に
献
納
し
た
燈

籠
四
基
を
作
り
、
明
暦
大
火
後
、
江
戸
城
鯱
や
市
中
の
擬
宝
珠
を
制
作
し
た
。
寛
永

十
五
年（
一
六
三
八
）に「
洛
陽
治
工
源
正
俊
渡
辺
銅
意
作
」、慶
安
二
年（
一
六
四
九
）

に
「
工
鋳
銅
意
」、
承
応
二
年
に
「
渡
辺
銅
意
正
俊
」、
明
暦
三
年
初
冬
に
「
銅
意
入

道
正
俊
」、
万
治
元
年
十
二
月
に
「
御
鋳
物
師
渡
辺
銅
意
法
橋
」
を
名
乗
っ
て
お
り
、

明
暦
三
年
に
剃
髪
し
、
大
火
後
の
活
動
の
中
で
法
橋
位
を
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
子
の
正
次
の
菩
提
寺
で
あ
る
日
蓮
宗
法
立
寺
（
弘
前
市
新
寺
町
）
の
過
去
帳
か

ら
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
没
と
知
ら
れ
る
。

　

近
江
大
掾
正
次
は
、
正
俊
を
父
と
し
て
正
保
三
年
（
一
六
四
七
）
に
生
ま
れ
た
。

万
治
元
年
銘
の
作
例
が
初
出
作
と
な
る
。
父
と
の
合
作
銘
の
あ
る
鯱
の
他
、擬
宝
珠
、

燈
籠
、
天
水
桶
等
を
作
っ
た
。
正
俊
が
没
し
た
三
年
後
の
延
宝
八
年
（
一
六
六
五
）、

津
軽
藩
の
御
鋳
物
師
と
な
り
、
切
米
三
十
俵
を
与
え
ら
れ
た
。
多
く
の
作
品
を
藩
命

で
作
り
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）、
五
十
九
歳
で
弘
前
に
没
し
た
。

　

正
俊
は
相
馬
中
村
家
と
関
係
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
江
戸
城
再
建
時
相
馬
家
が
担
当

し
た
二
之
丸
門
、
汐
見
坂
門
な
ど
の
銅
鯱
が
正
俊
に
ま
か
さ
れ
た
。
正
俊
の
子
の
正

次
が
津
軽
に
赴
い
た
の
も
何
ら
か
の
縁
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い（

（1
（

。
ま
た
江
戸
城

銅
鯱
制
作
は
正
俊
が
法
橋
叙
任
に
い
た
る
契
機
で
あ
り
、
子
の
正
次
を
引
き
立
て
る

重
要
な
場
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

正
俊
・
正
次
以
外
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
り
、
江
戸
後
期

の
江
戸
城
再
建
と
幕
府
御
鋳
物
師
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
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六
　
結
語
　
　
─
な
ぜ
江
戸
城
銅
鯱
を
名
古
屋
城
に
移
し
た
か
　

　

明
治
四
十
三
年
に
な
ぜ
名
古
屋
城
各
櫓
等
の
瓦
鯱
を
廃
し
、
江
戸
城
銅
鯱
を
移
管

し
た
か
と
い
う
根
本
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
今
後

江
戸
城
銅
鯱
の
保
管
と
名
古
屋
離
宮
の
管
理
と
い
う
双
方
向
か
ら
検
討
し
て
い
き
た

い
。

　

た
だ
、
離
宮
管
理
の
上
で
、
離
宮
と
し
て
の
利
便
性
確
保
や
美
観
追
及
と
江
戸
期

城
郭
の
永
久
保
存
と
の
一
見
矛
盾
す
る
二
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
を
特
記
し
た
い
。

　

名
古
屋
離
宮
内
の
瓦
鯱
は
、
実
は
明
治
二
十
九
年
八
月
三
十
日
・
九
月
九
日
の
暴

風
雨
で
大
破
し
、
地
元
瓦
師
に
よ
り
新
造
・
修
理
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
「
在
来
の

形
に
倣
っ
て
」
作
る
よ
う
仕
様
書
で
指
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
瓦
鯱
は
信
長
・

秀
吉
以
来
の
縦
に
長
い
瓦
鯱
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
江
戸
城
の

銅
鯱
は
、
甲
良
家
図
面
に
あ
る
通
り
名
古
屋
城
天
守
金
鯱
と
同
じ
く
頭
部
が
大
き
い

い
わ
ば
近
世
型
、
家
康
型
で
あ
り
、
明
治
四
十
三
年
、
宮
内
省
は
、
縦
長
で
し
か
も

修
復
さ
れ
た
瓦
鯱
よ
り
、
日
々
見
慣
れ
た
宮
城
の
銅
鯱
、
す
な
わ
ち
家
康
・
江
戸
城

式
で
あ
り
明
治
期
は
大
手
門
な
ど
に
現
存
し
て
い
た
銅
鯱
の
方
が
離
宮
に
ふ
さ
わ
し

い
と
見
な
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
瓦
よ
り
青
銅
の
方
が
制
作
費
が
嵩
み
格
上
と

い
う
考
え
も
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
、
明
治
二
十
九
年
の
工
事
録
に
お
い
て
、「
在
来
の
形
に
倣
い
」
と
い

う
文
言
が
鯱
補
填
工
事
以
外
で
も
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
暴
風
復
旧
工
事
の
一
環

で
補
填
さ
れ
た
上
洛
殿
入
側
の
花
欄
間
は
「
在
来
之
彫
刻
ニ
倣
ヒ
組
立
」
て
る
よ
う

指
示
さ
れ
、
ま
た
同
年
の
表
書
院
の
不
足
襖
新
設
工
事
で
も
、「
引
手
在
来
之
形
ニ

倣
ヒ
取
付
ケ
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
表
書
院
の
襖
新
設
工
事
に
つ
い
て
は
別
稿
で

論
じ
た
い
が
、
新
規
に
作
ら
れ
た
引
手
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
裏
葵
（
六
葉
葵
）
の
御

殿
引
手
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

従
来
「
葵
か
ら
菊
へ
」
の
一
元
論
で
論
じ
が
ち
で
あ
っ
た
宮
内
省
の
離
宮
運
営
管

理
に
は
、
少
な
く
と
も
明
治
二
十
九
年
の
段
階
で
は
、
江
戸
期
の
名
古
屋
城
の
意
匠

を
保
存
す
る
立
場
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
れ
は
名
古
屋
城
を
「
永
久
保
存
」

す
べ
き
と
い
う
明
治
十
二
年
の
天
皇
す
な
わ
ち
国
家
の
方
針
に
従
う
も
の
に
他
な
ら

ず
、
利
便
性
確
保
と
永
久
保
存
と
の
相
反
す
る
理
念
の
両
立
が
き
わ
め
て
現
実
的
に

図
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

離
宮
運
営
に
つ
い
て
は
未
調
査
の
史
料
が
多
く
、
今
後
の
史
料
調
査
に
よ
り
考
察

し
て
い
き
た
い
。　

　

技
法
に
つ
い
て
の
検
討
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
て
い
る
が
、
成
分
分
析
を
含
め
た

詳
細
な
調
査
が
必
須
で
あ
ろ
う
。
ま
た
皇
居
に
現
存
す
る
鯱
な
ど
、
江
戸
城
鯱
総
体

に
つ
い
て
の
広
い
視
野
か
ら
の
検
討
も
必
要
と
考
え
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
名
古
屋
城
に
今
あ
る
銅
鯱
は
、
旧
国
宝
名
古
屋
城
建
造
物
の
遺

品
で
あ
り
、
離
宮
期
そ
し
て
空
襲
焼
失
と
い
う
歴
史
を
物
語
る
。
江
戸
城
、
そ
し
て

江
戸
期
金
工
史
の
貴
重
な
遺
品
で
も
あ
り
、
そ
の
存
在
意
義
は
計
り
知
れ
な
い
。

　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
多
く
の
方
か
ら
御
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
と
く
に
、
金
属

工
芸
史
研
究
会
会
員
の
方
々
に
は
、
数
々
の
貴
重
な
御
指
摘
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
（
敬
称
略
）。

伊
藤
信
二　

一
之
瀬
敬
一　

尾
野
善
裕　

久
保
智
康　

小
林
健
二　

小
松
邦
好　

佐

藤
寛
介　

柴
田
亮
平　

清
水
健　

中
川
あ
や　

西
山
加
奈
子　

松
本
玲
子　

宮
川
禎

一　

山
本
悠
介

宮
内
庁
長
官
官
房
総
務
課　

宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館　

東
京
国
立
博
物
館　

東
京
都

立
中
央
図
書
館　

京
都
国
立
博
物
館　

山
梨
県
立
考
古
博
物
館　
　

靖
國
神
社
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註（
1
）�

鈴
木
博
之
『
皇
室
建
築　

内
匠
寮
の
人
と
作
品
』
二
〇
〇
五
年
・
一
五
一
～
一
五
四
頁
）。

（
2
）�

蓮
池
門
移
転
工
事
に
つ
い
て
は
設
計
書
と
の
違
い
が「
注
意
」さ
れ
る
な
ど
詳
細
な
監
査
を
受
け
た
が（
宮

内
公
文
書
館
蔵
「
会
計
実
況
審
査
復
命
書　

明
治
45
年
」）、「
正
門
以
外
の
銅
鯱
移
設
に
つ
い
て
の
文
書

は
経
費
決
済
を
含
め
現
時
点
で
は
見
い
だ
せ
な
い
。

（
3
）『
明
治
天
皇
紀
』。
な
お
同
書
に
よ
れ
ば
、
行
幸
翌
年
の
明
治
四
十
五
年
、
天
皇
は
、
名
古
屋
離
宮
の
「
構

造
陰
濕
の
感
あ
る
を
厭
い
」
離
宮
内
の
新
殿
舎
建
設
を
命
じ
た
が
、
直
後
に
崩
御
さ
れ
た
。
本
丸
御
殿

は
確
か
に
南
に
土
塁
が
迫
り
、
風
が
通
ら
な
い
。

（
4
）�

乃
木
倉
庫
は
明
治
一
二
年
七
月
二
〇
日
に
起
工
さ
れ
、
同
一
三
年
一
〇
月
二
三
日
竣
工
。
建
築
主
任
官

基
太
村
不
二
は
当
時
の
第
三
師
団
工
役
長
歩
兵
大
尉
で
、
明
治
二
〇
年
退
役
。

（
5
）�『
懐
古
国
宝
名
古
屋
城
』
名
古
屋
城
振
興
協
会　

二
〇
〇
〇
年
）・
名
古
屋
城
特
別
展
図
録
『
失
わ
れ
た

国
宝　

名
古
屋
城
本
丸
御
殿
』（
二
〇
〇
八
年
）。

（
6
）�113-3916

「
東
一
之
門
鯱
」
を
、
名
古
屋
城
表
一
之
門
北
方
銅
鯱
に
、113-39-14

東
一
之
門
鯱
を
、

名
古
屋
城
表
一
之
門
南
方
銅
鯱
に
、034-40-16

表
一
之
門
鯱
（
南
方
）」
を
、
東
北
隅
櫓
北
方
銅
鯱
に
、

035-39-15

表
一
之
門
鯱
を
、
東
一
之
門
東
方
銅
鯱
に
訂
正
。

（
7
）�

江
戸
城
は
、慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
東
京
城
、翌
明
治
二
年
か
ら
皇
城
、明
治
二
一
年
か
ら
宮
城
、

昭
和
二
三
年
か
ら
皇
居
と
名
称
変
更
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
・
長
崎
省
吾
関
係
書
類
の
う
ち
「
明
治
四
十
三
年
工
事
費
書
類
」。

（
9
）『
重
要
文
化
財
名
古
屋
城
西
北
隅
櫓
修
理
報
告
書
』
一
九
六
四
年

（
10
）�

東
南
隅
櫓
は
昭
和
二
八
年
度
、
西
南
隅
櫓
は
、
平
成
二
三
年
～
二
五
年
度
に
修
理
。『
重
要
文
化
財　

名

古
屋
城
西
南
隅
櫓
保
存
修
理
工
事
報
告
書
』（
二
〇
一
五
年　

編
集
・
著
作
公
益
財
団
法
人
文
化
財
建
造

物
保
存
技
術
協
会
・
本
文
執
筆
編
集
図
面
作
製　

同
協
会
大
川
畑
博
文
）
に
よ
れ
ば
、
北
鯱
に
「
明
治

四
十
三
年
三
月
自
東
京
城
移
之
」、
南
鯱
に
は
同
文
に
加
え
「
御
用
達　

野
田
平
吉
」
と
あ
る
。「
名
古

屋
離
宮
沿
革
誌
」
各
隅
櫓
の
項
に
も
「
明
治
四
十
三
年　

瓦
鯱
ヲ
銅
鯱
ヘ
取
替
」「
七
月
竣
工
」
等
の
記

述
が
あ
る
。

（
11
）�

香
取
秀
真
『
江
戸
鋳
師
名
譜
』（
昭
和
二
七
年
）
に
、「
江
戸
城
本
丸
屋
上
銅
鯱
（
中
略
）（
先
に
陸
軍
大

臣
官
邸
に
あ
り
）」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
銅
鯱
二
基
は
、
靖
國
神
社
と
同
じ
銘
文
を
有
し
て
い
る
。
陸
軍

大
臣
官
邸
は
、
昭
和
二
十
年
の
戦
災
焼
失
ま
で
江
戸
城
直
下
（
現
在
の
憲
政
資
料
館
）
に
あ
り
、
そ
の

門
辺
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
12
）�『
青
森
県
史　

文
化
財
編　

美
術
工
芸
』　

二
〇
一
〇
年

（
13
）�「
日
本
鋳
工
史
稿
」
大
正
三
年
、『
金
工
史
談
』
昭
和
一
六
年
、『
江
戸
鋳
師
名
譜
』
昭
和
二
七
年
等
。
正

俊
・
正
次
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
信
二
氏
よ
り
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。

（
14
）�

野
中
和
夫
（『
江
戸
城
尾
築
城
と
造
営
の
全
貌
』
二
〇
一
五
年
。『
相
馬
家
記
録　

─
御
本
丸
内
追
手
二

之
御
丸
鹽
見
坂
富
士
見
下
蓮
池
喰
違
御
門
作
事
入
用
帳
─
』
に
、「
唐
金
鴟
的
（
マ
マ
）
丸
鋳
手
間
代　

鋳
物
師　

銅
意
」
と
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
15
）�

宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
「
明
治
二
九
年　

工
事
録
」
に
、
同
年
秋
の
暴
風
雨
に
か
か
る
一
連
の
修

理
記
録
が
あ
る
、
小
天
守
の
瓦
鯱
は
後
藤
鉉
三
郎
に
よ
り
新
作
さ
れ
た
。
そ
の
仕
様
書
は
「
背
イ
四
尺

五
寸
」「
在
来
之
恰
好
二
倣
ヒ
各
部
総
体
上
磨
キ
仕
上
ケ
二
製
造
致
シ
」・「
下
リ
棟
其
他
損
シ
候
分
足
シ
」

な
ど
と
細
か
く
定
め
ら
れ
、
二
個
で
三
万
円
が
支
払
わ
れ
た
。
ま
た
東
南
・
東
北
・
西
南
隅
櫓
の
瓦
鯱
は
、

胴
部
は
在
来
の
ま
ま
で
腹
鰭
と
腰
鰭
計
二
十
四
枚
が
交
換
さ
れ
た
。
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①　正門櫓　銅鯱

③　小天守　銅鯱

①正門銅鯱銘 ①正門櫓銅鯱

ガラス乾板 061－35－08 小天守銅
鯱（西方）

現復元小天守閣銅鯱（2021年
撮影）

ガラス乾板 14－37－06　正
門銅鯱

ガラス乾板 14－37－03 正門胴鯱 ①正門銅鯱背面

③尾鰭
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②　表一之門　銅鯱

② 2　表一之門南方銅鯱

② 2表一之門南方銅鯱　銘

ガラス乾板 113－39－14 東一之門
（表一之門に訂正）北方銅鯱

② 1　腰鰭

② 1　表一之門北方銅鯱　正面口部部分

② 1　表一之門北方銅鯱
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④　東北隅櫓　銅鯱

④ 1右　�東北隅櫓北方銅鯱　�
右半身　表

④ 1左　�東北隅櫓北方銅鯱　
左半身　表

④ 2右　�東北隅櫓南方銅鯱　
右半身　表

④ 2右　銘 ④ 1右　銘

ガラス乾板 125－03－09 東北隅
櫓銅鯱（南方）

124－41－09 東北隅櫓銅鯱（北
方）

125－03－09 東北隅櫓銅鯱（南
方）

④ 1左　裏（内側） ④ 2右　裏（内側）
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⑤　東一之門　銅鯱

⑤ 2東一之門西方銅鯱　「四十三貫
目」銘

⑤ 1東一之門東方銅鯱　「五十二貫目」銘

⑤ 2銘 ⑤ 1銘

⑤ 2正面

ガラス乾板 113－39－04 東
一之門銅鯱

ガラス乾板 113－39－13 東
一之門銅鯱

ガラス乾板 113－39－12 東
一之門銅鯱

⑤ 1背面
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⑥　西北隅櫓　銅鯱 ⑦　西南隅櫓　銅鯱 ⑧　東南隅櫓　銅鯱

皇居東御苑　銅鯱 靖國神社　銅鯱

東京国立博物館　銅鯱
画像提供　東京国立博物館資料館
1983年 7月 29日撮影
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江戸城銅鯱一覧
令和3年 12月現在　　現皇居内は除く




